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Ⅰ　は じ め に

　近年，日本では，経済のグローバル化の進行や
国際的な企業間競争が激化する中，経営の効率化
などにより競争力の強化を図る目的で，事業譲渡
や会社分割等の企業組織再編の動きが活発であ
る。こうした企業組織再編は，労働者の労働契約
や労働条件等に大きな影響を与えかねないもので
ある。
　日本では，事業譲渡時の権利義務関係の移転一
般は，個々の債権者の同意を必要とする特定（個
別）承継の考え方により処理され，労働契約の移
転も，譲渡会社，譲受会社，労働者の三者間の合
意によって決まるとするのが通説とされている1）。
事業譲渡時の労働契約の移転に関する法規制は，
労働者の承諾を要求する民法 625 条のみで，事業
譲渡の際に労働者が承継から排除されるという問
題については制定法上の規制はなく，裁判例が
個々の事例に応じて労働契約承継の黙示の合意を
認定したり，法人格否認の法理を適用して対応し
ている2）。他方，会社分割時の権利義務関係の移
転一般は，承継対象として分割契約（計画）に記
載され，それが株主総会における特別決議により

承認された場合に，包括的に新たな企業へと承継
される部分的包括承継の立場をとっている。しか
し，こうした権利義務関係の承継方法を，労働関
係の移転にもそのまま適用することは適切ではな
いとの考えから，労働者の保護を目的として労働
契約承継法が制定され，会社分割時の労働契約に
特有の承継ルールが規制されている。
　つまり日本では，事業譲渡と会社分割における
労働契約の移転問題は，事業譲渡の場合には特定

（個別）承継の考え方により，そして会社分割の
場合には包括承継を基本に必要な修正を加えた
ルールにより，法形式上区別した処理に委ねられ
ている。
　これに対して，ドイツでは，事業譲渡も会社分
割を含む組織再編も同一のルールによって処理さ
れている。すなわち，事業譲渡における権利義務
関係の移転一般は個々の債権者の同意を必要とす
る特定（個別）承継の考え方で処理されるが，労働
関係の移転については，民法典 613a 条により特
定（個別）承継の原則が修正され，自動移転ルー
ルが定められている。また，権利義務関係の移転
一般が包括承継の方法で処理される合併や分割等
を規制する組織再編法（Umwandlungsgezetz）3）に
おいても，労働関係の自動移転について規制する
民法典 613a 条の一部の適用を前提とする立法が
なされている（組織再編法 324 条）。
　本稿では，このような事業譲渡および組織再編
法に規制される合併・分割等の際の労働関係移転
ルールについて，立法以前の法的状況，立法過程
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での議論，労働関係移転の実際の効果等を検討す
ることにより，ドイツでいかにして事業譲渡と組
織再編法の双方に共通する移転ルールが形成され
たのかを明らかにする。この作業は，事業譲渡と
会社分割の際の労働契約の移転を異なるルールに
服させている日本法の状況を客観的に評価するた
めの有益な視角を与えてくれるであろう。

Ⅱ　事業譲渡と労働関係の移転

　ドイツでは，前述の通り，事業譲渡における権
利義務関係の移転一般は，個々の債権者の同意を
必要とする特定（個別）承継の考え方で処理される
のが原則である。しかし，労働関係の移転につい
ては，この原則が民法典613a条により修正され，
譲渡の時点で存在する労働関係は新たな事業所有
者へ自動的に移転する特別ルールが設けられてい
る。加えて，民法典613a条は，事業譲渡を理由と
した解雇および労働条件の不利益変更を禁止し，
さらに，労働関係の自動移転を望まない労働者に
対しては，明文で異議申立権（Widerspruchsrecht）
を認めている。
　以下では，労働関係の自動移転を規定する民法
典 613a 条が制定される以前の法的状況，同条の
立法過程および労働関係の実際の移転の効果につ
いて検討をする。

1　民法典 613a 条制定以前の法的状況および立法
過程4）

　民法典 613a 条 1 項 1文5），2項6）および 3項7）は，
1972 年 1 月 19 日に発効した 1972 年 1 月 15 日の
事業所組織法 122 条によりドイツ民法典に新設さ
れた。
　ナチス政権下にあった 1938 年には，「労働関係
法草案（Entwurf  zu  einem  Gesetz  über  das 
Arbeitsverhältnis）」が作成され，その 90 条 1 項
において，事業移転時における労働関係の自動移
転に関する規定が設けられた。しかし，この草案
は実際には立法化されなかったため，1972 年に
民法典 613a 条が創設されるまで，事業譲渡時に
労働関係を自動的に移転させる為の立法上の規制
は存在しなかった8）。

　そもそも，ドイツ民法典は，個別の権利承継に
ついては，389 条以下で債権譲渡および 414 条以
下で個別の債務の引受について規制しており，雇
用契約については，613 条 2 文において，役務に
対する請求権は，明確でない場合には譲渡不可能
である，との規定を置いている。加えて，債権債
務関係における契約当事者間の法的地位の交替に
ついては，法律上の規制は存在していなかった。
　連邦労働裁判所（Bundesarbeitsgericht）は，事
業譲渡時の労働関係の移転一般について確定的な
判断を下してはいないものの，管理職員（leitende 
Angestellte）については自動移転を否定していた9）。
学説においても，自動移転否定説10）が通説的見解
であったが，一部に自動移転肯定説11）もあった12）。
自動移転肯定説は，否定説によると労働関係の移
転は，譲渡人，譲受人および労働者の三者間の合
意により決まるため，譲受人が労働関係の承継拒
否を自由に決定できることになると批判した。さ
らに自動移転肯定説は，1951 年に制定された解
雇制限法（Kündigungsschutzgesetz）13）との整合性
から，土地賃貸借関係における法律上の当事者交
替を規定する民法典 571条14）の類推適用を自動移
転の根拠として主張した15）。これに対して，通説
的見解であった自動移転否定説は，労働関係の自
動移転はその法律上の根拠を欠くと主張してい
た。しかし，否定説は，自動移転に関する特別の
立法を行うこと自体に関して，反対していた訳で
はなかった16）。通説的立場も，立法論としては自
動移転を定めることに反対ではなかった事実は注
目に値する。
　以上のような判例・学説の議論状況の中で，ド
イツ社会民主党（SPD）と自由民主党（FDP）の
連立政権であったブラント内閣のもと，1972 年
に民法典 613a 条が制定された。同条の制定目的
は，事業譲渡に際して，第 1 に，労働法上の雇用
保障，第 2 に，事業所委員会（Betriebsrat）の継
続性の保障，そして第 3 に，新旧事業所有者の責
任の規制を行うことであった17）。これは，事業譲
渡等の際の労働関係の自動移転について規制する
1977 年の旧 EC 企業譲渡指令（77/187/EEC）の
制定に先立つものであった。
　その後，1980年には，EC適用法（BGBl. I, S. 1308）
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により，民法典 613a 条 1 項 2 文ないし 4 文およ
び事業譲渡を理由とする解雇を禁止する同 4 項が
追加された。そして，1994 年には，組織再編法
の制定に伴い同 3 項が改正され，2002 年には，
個別情報通知義務を規定した同 5 項および異議申
立権を規定した同 6 項が付加される等の改正が行
われ，現在の 613a 条に至っている。

2　民法典 613a 条による労働関係の移転

　民法典 613a 条 1 項 1 文は，「事業または事業の
一部が法律行為に基づいて他の所有者に譲渡され
るときは，当該所有者には，譲渡の時点で存在す
る労働関係から生じる権利義務が帰属する。」と
規定しており，「譲渡の時点で存在する労働関係」
が自動移転の対象となる。判例によると「譲渡の
時点で存在する労働関係」の存否は，その労働者
が，新たな法主体へ移転する事業または事業の一
部の範囲に客観的に明らかに所属する場合，すな
わち，当該事業または事業の一部の内容である仕
事を客観的に明らかに命ぜられていた場合に，承
継される事業または事業の一部18）に所属する，と
判断される19）。
　譲渡される事業または事業の一部に所属すると
判断されると，当該労働者の労働関係は，自動的
に新たな新使用者へ移転することになる。しか
し，そうすると労働者が望まないのに承継が強制
されるという問題が生ずる。そこでドイツでは，
移転を望まない労働者に，異議申立権を付与して
いる（民法典 613a 条 6 項）。

3　労働者への情報通知義務と労働者の異議申立権

　異議申立権は，1974 年 10 月 2 日 BAG 判決20）

以来，判例法21）として確立されていたが，異議申
立権とセットで発展してきた個別労働者への情報
通知義務に関する判例法理22）とともに 2002 年改
正で明文化されたものである。
　情報通知義務を明文化した民法典 613a 条 5 項
によると，事業譲渡人または事業譲受人は，譲渡
の対象となる労働者に対し，譲渡の前に（a）譲
渡の時期または予定する時期，（b）譲渡の理由，

（c）労働者に対する法的，経済的，社会的帰結，
（d）当該労働者について予測される措置，を書面

で通知しなければならない。この通知は，当該労
働者に，異議申立権を行使するにあたり十分な知
識を与えるために行われるものである23）。
　異議申立権を明文化した民法典 613a 条 6 項に
よると，情報通知を受けた労働者は，通知の到達
から 1 カ月以内に，労働関係の移転に対して，書
面によって異議を申し立てることができる。異議
申立権は，連邦労働裁判所の従前の判例と同様，
労働者が自由に選択したのではない使用者の下で
一時的にでも労務提供を義務づけることは，人間
の尊厳（基本法 1 条），人格を自由に発展させる権
利，そして職場（Arbeitsplatz）を選択する自由に
対する権利（基本法 12 条 1 項）と相容れない，と
いう理由から明文化されたものである24）。異議申
立権が行使された場合，当該労働者と譲渡人であ
る使用者との間の労働関係が新たな事業所有者へ
自動移転するという効果は生じない。
　もっとも，異議申立権を行使した場合に，常に
従前の使用者との雇用継続が保障されているわけ
ではない。譲渡により労働ポストは新たな所有者
へと移転しているため，従前の使用者の下では余
剰人員となり，労働関係の存続が困難となる可能
性が発生しうるためである。民法典 613a 条 4 項
は，事業譲渡を理由とする労働者の解雇を禁止す
るが，その他の理由に基づく解雇は妨げられない
としている。余剰な労働力が発生した場合，異議
申立権を行使した労働者を解雇することは，解雇
制限法等の要件を満たす限り，緊急の経営上の理
由による解雇（解雇制限法 1 条 2 項）とみなされ25），
民法典 613a 条 4 項にいう「その他」の理由に基
づく解雇として許容される26）。緊急の経営上の理
由による解雇における被解雇者の選定にあたって
は，最も社会的保護の必要性の乏しい労働者から
解雇されなければならないという社会的選択

（Sozialauswahl）27）が行われる（解雇制限法 1 条 3
項）。しかし，異議申立権を行使した労働者が，
社会的選択において，他の労働者，すなわち事業
譲渡の対象とならなかった労働者と同等の要保護
性を主張しうるかについて，判例は，労働者が異
議申立権を行使するにあたり客観的に合理的な理
由を有しているか否かによるとしている28）。つま
り，労働者が異議申立権の行使にあたり客観的合
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理的理由を有している場合には，元々移転対象と
ならなかった労働者と同様に，社会的選択の対象
となりうるが，そうでなければ，社会的選択にあ
たって，他の労働者と同様の保護は享受し得ない
こととなる。
　以上の通り，ドイツでは事業譲渡時の労働関係
の移転については，民法典 613a 条により特定

（個別）承継の原則を修正し，自動移転のルール
を設けている。したがって，譲渡される事業また
は事業の一部に所属する労働者に対しては，新旧
使用者の意向により承継対象から排除されるとい
う不利益は発生しない。また，当該労働者に異議
申立権を付与することにより，承継強制の不利益
も排除されている。しかし，異議申立権を行使し
た場合，従前の使用者のもとでの雇用継続までが
保障されているわけではないことには留意する必
要がある。

Ⅲ　組織再編法における労働関係の移転

　ドイツでは，合併や分割等の場合の権利義務関
係の移転一般は，包括承継の考え方により処理さ
れる。しかし，1994 年に制定された組織再編法
において，労働関係の移転については民法典
613a 条の適用を前提とした規定が設けられてい
る。以下，合併や分割等を規制する組織再編法に
おける労働関係の移転について検討する。

1　組織再編法の立法目的・立法過程およびその態
様

　組織再編法は，1994 年 10 月 28 日に成立・公
布され，1995 年 1 月 1 日に施行された29）。組織再
編法は，それまで，さまざまな法律に別々に規制
さ れ て い た 組 織 再 編 の 方 法 を， ① 合 併

（Verschmelzung）（組織再編法 2 条ないし 122 条）30），
②分割（Spaltung）（同法 123 条ないし 173 条）31），
③財産譲渡（Vermögensübergang）（同法 174 条ない
し 189 条）32）および④法形式の変更（Formwechsel）

（同法 190 条ないし 304 条）33）として，一括して単
一法に編纂し，体系化を図る目的を有していた34）。
加えて，組織再編法の立法により，はじめて，分
割制度が創設された。

　これらのうち，④法形式の変更に関しては，使
用者の変更はなく労働関係等の移転は生じない。
労働関係の移転等に何らかの影響を及ぼすおそれ
のある組織再編は，使用者（法主体（Rechtsträger））
の変更がありうる①合併，②分割，および③財産
譲渡である。以下で，これらの組織再編が行われ
る場合の労働関係の移転について検討する。

2　労働関係の移転

　①　組織再編法 324 条の制定過程および学説
　組織再編法に規制される組織再編（合併，分割，
財産譲渡）は，権利義務関係の移転一般について，
包括承継の立場をとる。一方，労働関係の移転に
ついては，「民法典 613a 条 1 項および 4 項ないし
6 項は，合併，分割または財産譲渡の登記の効力
によって影響を受けない」とする組織再編法 324
条において規定する。組織再編法の立法過程で
は，当初，分割に限定して，民法典 613a 条 1 項
は分割登記の効力によって影響を受けないとして
いた（1994 年 1 月 26 日政府草案 132 条）35）。しか
し，労働者保護を要求する労働組合側からの提案
により，分割だけでなく，合併および財産譲渡も
対象とすることとなり，現在の 324 条となった36）。
その後，2002 年に，民法典 613a 条に労働者への
情報通知義務（同条 5 項）と異議申立権（同条 6 項）
が創設されたことに伴い，組織再編法 324 条にも
同 5 項，6 項が追加された。
　そもそも組織再編法 324 条の文言自体は，組織
再編に民法典 613a 条の適用を直接認めるもので
はない。しかしながら，分割の場面を例にとる
と，当該条文は，分割の登記の効力により，分割
当事者によって作成された分割契約（計画）に記
載された労働者の労働関係移転の効果が発生する
ことを阻止する目的を有していると考えられる。
もし，当該条文が無く，労働関係移転の効果発生
を阻止することができなければ，分割当事者間で
取り決めた分割契約（計画）によって労働関係も
移転することとなる。そうした場合，労働関係の
移転が分割当事者間の裁量に全面的にゆだねら
れ，労働関係が濫用的に移転される可能性があ
る。このような移転を防止する目的で，分割等の
登記がなされてもなお，当該事業に所属する限り
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労働関係の自動移転を定めた民法典 613a 条 1 項
の効果が妨げられないとする 324 条が創設され
た。これにより，組織再編法 324 条は，民法典
613a 条が分割にも適用されることを前提に，そ
の効力が登記の効力よりも優越することを定めた
ものといえる。
　この立法をめぐっては，従来，通説では，包括
承継の枠組みにおいては民法典 613a 条の適用は
ないとされていたため，さまざまな見解が示され
ることとなった。
　組織再編法 324 条を設けたことに否定的な見解
は，民法典 613a 条は，法律行為による特定（個
別）承継たる事業譲渡に関する特別規制であるた
め，これまでの連邦労働裁判所の見解の通り，包
括承継で処理される組織再編の事案に民法典
613a 条の適用を認めるべきではない，と主張す
る37）。
　これに対して，組織再編法 324 条に肯定的な見
解も存在する。すなわち，EC 企業譲渡指令は，
企業・事業または企業・事業の一部の，契約によ
る譲渡または合併を適用対象としており，特定

（個別）承継と包括承継とを区別して規制したも
のではなく，組織再編法 324 条はこうした EC 企
業譲渡指令の国内法化を図ったものであり妥当で
ある，とする見解である38）。

　②　組織再編法 324 条による労働関係の移転
　組織再編法 324 条による労働関係の移転ルール
は以下の通りである。
　まず，組織再編を行う場合には，それぞれ，法
主体により，合併契約（組織再編法5条），分割契約

（同 126 条）・計画（同 136 条）または財産譲渡契約
（同 177 条，同 178 条および 179 条）が作成される。
事業の全体が新たな法主体へ移転する合併を除
き，分割および財産譲渡の場合には，新たな法主
体へ移転する事業または事業の一部について，そ
れぞれ，分割契約・引受契約（Übernahmevertrag），
分割計画または財産譲渡契約に定めなければなら
ない（組織再編法 126 条 1 項 9 号，136 条，177 条お
よび 179 条）39）。この場合，分割等の対象の決定自
体は，組織再編を行う法主体当事者間の私的自治
により決定される40）。しかしながら，労働関係の

移転に関しては，新たな法主体へ移転する事業ま
たは事業の一部の範囲に，その労働者が客観的に
明らかに所属する場合，すなわち，当該事業また
は事業の一部の内容である仕事を客観的に明らか
に命ぜられていた労働者は，民法典 613a 条 1 項
1 文の効果により，自動的に新たな法主体へ移転
することになる41）。
　他方で，使用者と従業員代表である事業所委員
会とが利益調整（Interessenausgleich）と呼ばれ
る協議交渉により，労働者がどの事業または事業
の一部に帰属するのかを決定できる仕組みも用意
されている（組織再編法 323 条 2 項）。
　なお，分割等の場合にも，新たな法主体への移
転を希望しない労働者には，異議申立権が付与さ
れているが，異議申立をしても従前の使用者との
雇用継続は必ずしも保障されていない点は，事業
譲渡の場合と同様である。

Ⅳ　検　　討

　以下では，ドイツ法の検討をまとめた上で，ド
イツ法との比較の視点から見えてくる日本法の現
状の評価について若干の検討を加える。
　ドイツにおける企業組織再編には，日本とほぼ
同様に，権利義務関係の移転一般が特定（個別）
承継で処理される事業譲渡と，包括承継で処理さ
れる合併・分割等がある。
　まず，事業譲渡に関しては，1972 年に民法典
613a 条が設けられる以前は，労働関係の移転に
ついても一般の権利義務関係の場合と同様，自動
的に移転することはないとする特定（個別）承継
の考え方が通説であった。しかし学説の一部では
自動移転肯定説が主張され，また，通説である自
動移転否定説も，解釈論として自動移転を認める
ことはできないとするもので，労働関係の自動移
転について立法を行うこと自体には反対していな
かった。こうした学説状況が民法典 613a 条の立
法化をもたらしたと解される。また，民法典
613a 条は，事業譲渡による労働関係の自動移転
を望まない労働者に対しては異議申立権を付与し
ており，労働者には承継から排除される不利益も
自動移転による承継強制の不利益も及ばないこと
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となる。しかし，労働者が異議申立権を行使した
場合，当該労働者は承継を拒否しうるが，従前の
使用者のもとで労働ポストがなくなっている以
上，緊急の経営上の理由により解雇される可能性
があり，雇用継続を保障されている訳ではない。
　他方，権利義務関係の移転一般が包括承継の考
え方で処理される組織再編（合併・分割・財産譲渡）
については，1994 年に制定された組織再編法 324
条により，労働関係の自動移転を規定する民法典
613a 条の適用を前提に，その効果が分割等の登
記によって妨げられない旨が定められている。そ
の結果，ドイツでは，事業譲渡と合併・分割等の
際の労働関係の移転はいずれも民法典 613a 条の
同一ルールに服することとなる。
　ドイツ法の歴史的展開を確認すると，特定（個
別）承継が原則である事業譲渡について，まず，
その原則を修正し，自動移転の効果をもたらす民
法典 613a 条が制定された。この背景には，解釈
論としては自動移転否定説と肯定説の対立があっ
たが，自動移転否定説の主唱者自身がナチス期に
自動移転ルールの立法提案を行っていたように，
立法論としての自動移転ルールの創設については
学説上ある種のコンセンサスがあったと解され
る。その後，組織再編法を立法するに際しては，
既に事業譲渡について民法典 613a 条の自動（包
括）承継ルールが存在したために，包括承継たる
組織再編（合併・分割・財産譲渡）における労働
関係の移転問題もこれによって処理するという対
応が支障なくなしえた。加えて，EC 企業譲渡指
令では特定（個別）承継と包括承継を区別してい
ないため，同指令の国内法化措置として，事業譲
渡も組織再編も同一の民法典 613a 条の自動（包
括）承継ルールに服させることも問題ないと解さ
れた。
　このようなドイツ法の展開と比較して日本の状
況を見ると，権利義務関係の移転一般が特定（個
別）承継の考え方で処理される事業譲渡におい
て，労働契約の移転に関する法規制は，労働者の
承諾を要求する民法 625 条のみであり，ドイツの
ような自動移転ルールは設けられていない。日本
では，ドイツとは逆に，事業譲渡に先んじて，会
社分割について労働契約の移転に関する特別ルー

ルが労働契約承継法によって定められた。同法は
会社分割における部分的包括承継の一般ルールを
労働者保護のために，一部修正することで比較的
スムーズに対応することができた。しかし，権利
義務関係の移転一般が特定（個別）承継で処理さ
れる事業譲渡における労働契約の移転に関して，
労働契約承継法と共通するルールを設けること
は，特定（個別）承継の原則を大きく修正するこ
ととなり，会社分割時の移転ルール制定よりもは
るかに大きなハードルに直面することとなる。
　そこで，日本において，特定（個別）承継原則
に服する事業譲渡について，原則を大きく修正す
る労働契約の移転ルールを設けるべきか否かが改
めて検討されるべきこととなる。労働契約承継法
立法の際には，ドイツを含めた EU において，経
営不振時に行われることの多い事業譲渡を厳格な
自動移転ルールに服させると，事業譲渡によって
救われる雇用が結果として失われてしまう可能性
があることから，見直しの議論もあること42）が留
意された。そして，包括承継ルールによる会社分
割と，特定（個別）承継ルールによるため労働者
保護を個別事案に応じて黙示の承継合意や法人格
否認の法理を用いて対応してきた事業譲渡につい
ては，別個のルールを採用することが，ひとまず
労働契約承継法当時の立法政策として妥当と考え
られた43）。労働契約承継法の施行後に示された厚
生労働省「企業組織再編に伴う労働関係上の諸問
題に関する研究会」報告（2002 年 8 月）では，事
業（営業）譲渡に労働契約移転ルールを立法化す
ることは，事業（営業）譲渡自体を阻害し，雇用
の拡大を阻害するおそれがあるとして適切ではな
い，としている。一方で，会社分割の対象につい
て，これまで「営業の全部または一部」としてい
たところ，2005 年の会社法制定により，「事業に
関して有する権利義務の全部又は一部」と規定さ
れ，会社分割の対象は事業（営業）自体ではなく
なり，財産の有機的一体性等は不要となったと解
されている44）。このような会社分割の柔軟化によ
り，事業譲渡時と会社分割時で労働契約の移転
ルールを区別し，会社分割についてのみ労働契約
承継法による労働者保護がなされる合理性はもは
やなくなった，との指摘もある45）。確かに，労働
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契約承継法の制定当時から状況の変化が見られる
が，様々な経営状況の中で一部譲渡から全部譲渡
まで複雑多様な様相を呈する事業譲渡に対して，
一律規制を設けることについては，長期的に見て
労働者の雇用保障にプラスとなるとは限らない。
一律の移転ルールではない別のルールを策定する
場合，どのような移転ルールが適切であるのか，
会社分割の概念の変化や事業譲渡の多様性等も踏
まえて慎重に検討する必要がある。
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